平成２８年３月２５日決裁
ごみ集積所設置・変更・廃止届に関する要領
（趣旨）
第１条　蓮田市及び白岡市のごみ収集並びに処理を円滑に行うため、ごみ集積所の設置
・変更・廃止届に関し、必要な事項を定める。
（届出）
第２条　ごみ集積所を設置、変更又は廃止しようとする者（ 以下「申請者」という。）
は、あらかじめ蓮田市、白岡市の各環境担当（ 以下「環境担当」という。）及び蓮田
白岡衛生組合（以下「組合」という。）と協議するものとする。この場合において、
開発行為指導要綱等、他に定めがある場合はそれによるものとする。
２　ごみ集積所（設置・変更・廃止）届出は、環境担当又は組合とし、収集（開始・変
　更・廃止）希望日の２週間前までに提出すること。
３　前項の届出に当たっては、集積所利用者名簿及び集積所場所案内図を作成し、提出
すること。届出する集積所は５世帯以上の利用者を必要とし、可燃・不燃ごみ及び資
源物共用とする。ただし、相応の理由がある場合又は管理者が適当と認めた場合には、
この限りではない。
４　ごみ集積所の設置場所を申請者以外が所有している場合には、当該設置場所の土地
所有者の同意書を提出すること。また、やむを得ず道路、水路等に設置する場合には、
隣接する土地所有者又は家屋所有者から事前に承諾を得るものとし、隣接者の同意書
を提出すること。
５　申請者は前項における土地所有者又は家屋所有者から集積所の移動の申し入れがあ
った場合には、速やかに対処すること。
（設置場所等）
第３条　申請者は、ごみ集積所の設置・変更をする場合には、次に掲げる事項を遵守す
ること。
（１）　交通の妨げにならない場所に設置すること。
（２）　ごみ収集車が容易に進入できる場所であり、かつ、通り抜けができることとし、
　　　通り抜けができない場合には、転回できる場所を設けること。
（３）　交差点付近を避け、ごみ収集作業者の安全が確保できる場所であること。
（４）　ごみ収集日程表看板を設置すること。ただし、相応の理由により設置できない
　　　場合には、この限りではない。
（５）　ペットボトルは回収用ネットを使用し、次に掲げる事項を遵守すること。
ア　ペットボトル回収用ネットは、利用者で管理、保管を行うこと。
イ　概ね５世帯につき１枚、無償貸与を受けること。貸与については、環境担当又
　は組合から受けること。
ウ　集積所に排出された全てのペットボトルが収納されるよう貸与枚数を増減する
こと。
（６）　住宅と店舗又は事業所を兼用している建物（兼用住宅）から排出される事業活
　　　動に伴う事業系ごみは、一般家庭ごみと分別し、集積所に集積することなく、各
店舗又は事業所の排出者が自らの責任において適切に処理すること。
（維持管理）
第４条　ごみ集積所は利用者が責任をもって管理し、ごみ集積所及びその付近を清潔に
保つこと。なお、必要に応じ、ネット等でごみ散乱防止等の措置を講じること。
２　ごみ集積所の土地所有者、隣接者又はその付近の住民から苦情等があった場合は、
当該ごみ集積所利用者が責任をもって対処すること。
３　ごみ及び資源物の排出にあたっては、組合の分別区分、排出方法に基づき、種類と
出し方を遵守し収集日当日の朝８時までに出すこと。
附則
　この要領は、平成２８年４月１日から適用する。
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※ごみ集積所設置同意書は別紙で添付してください。
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